
 千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

  令和５年１２月１９日         

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千葉市規則第５４号 

千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する規則の一部を改正す

る規則 

千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する規則（平成２９年千葉市

規則第４２号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条を第１９条とする。 

第１７条中「第１４条第１１項」を「第２２条第１３項」に、「様式

第１８号」を「様式第２１号」に改め、同条を第１８条とする。 

 第１６条中「様式第１７号」を「様式第２０号」に改め、同条を第

１７条とする。 

 第１５条中「様式第１６号」を「様式第１９号」に改め、同条を第

１６条とする。 

 第１４条中「様式第１５号」を「様式第１８号」に改め、同条を第

１５条とする。 

 第１３条第１項中「様式第１３号」を「様式第１６号」に改め、同条 

第２項中「様式第１４号」を「様式第１７号」に改め、同条を第１４条 

とする。 

 第１２条第２項中「様式第１２号」を「様式第１５号」に改め、同条

を第１３条とする。 

 第１１条第１項中「様式第９号」を「様式第１２号」に改め、同条第

２項中「様式第１０号」を「様式第１３号」に改め、同条第４項中「様

式第１１号」を「様式第１４号」に改め、同条を第１２条とする。 

 第１０条中「第１４条第７項」を「第２２条第７項」に、「様式第８

号」を「様式第１１号」に改め、同条を第１１条とする。 

 第９条中「第１４条第５項」を「第２２条第５項」に、「様式第７号」

を「様式第１０号」に改め、同条を第１０条とする。 

 第８条第１項中「第１４条第４項」を「第２２条第４項」に、「様式

第５号」を「様式第８号」に改め、同条第２項中「第１４条第４項」を

「第２２条第４項」に、「様式第６号」を「様式第９号」に改め、同条

を第９条とする。 

 第７条中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に、「様式第４号」



を「様式第７号」に改め、同条を第８条とする。 

 第６条中「第１４条第２項」を「第１３条第２項の規定による勧告は、

管理不全空家等への勧告書（様式第５号）により、法第２２条第２項」

に、「勧告書（様式第３号」を「特定空家等・管理不全な状態にある空

地への勧告書（様式第６号」に改め、同条を第７条とする。 

 第５条中「様式第２号」を「様式第４号」に改め、同条を第６条とす 

る。 

 第４条中「様式第１号」を「様式第３号」に改め、同条を第５条とし、 

第３条の次に次の１条を加える。 

 （報告） 

第４条 法第９条第２項の規定による報告の求めは、空家等に係る事

項に関する報告徴収書（様式第１号）により行うものとする。 

２ 法第９条第２項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する

報告書（様式第２号）により行うものとする。 

 様式第１８号中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に改め、同

様式を様式第２１号とし、様式第１７号を様式第２０号とする。 

様式第１６号中「第１４条第９項」を「第２２条第９項」に改め、同

様式を様式第１９号とする。 

 様式第１５号中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に、「第

１４条第９項」を「第２２条第９項」に改め、同様式を様式第１８号と

する。 

 様式第１４号中「第１３条第２項」を「第１４条第２項」に改め、同

様式を様式第１７号とする。 

様式第１３号中「第１３条第１項」を「第１４条第１項」に改め、同

様式を様式第１６号とする。 

 様式第１２号中「第１２条第２項」を「第１３条第２項」に改め、同

様式を様式第１５号とし、様式第１１号を様式第１４号とする。 

 様式第１０号中「第１１条第２項」を「第１２条第２項」に改め、同

様式を様式第１３号とし、様式第９号を様式第１２号とする。 

 様式第８号中「第１４条第６項」を「第２２条第６項」に改め、同様

式を様式第１１号とする。 



 様式第７号中「第１４条第５項」を「第２２条第５項」に改め、同様

式を様式第１０号とする。 

 様式第６号中「第１４条第４項」を「第２２条第４項」に改め、同様

式を様式第９号とする。 

 様式第５号中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に、「第１４

条第４項」を「第２２条第４項」に改め、同様式を様式第８号とする。 

 様式第４号中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に改め、同様

式を様式第７号とする。 

 様式第３号中「勧告書」を「特定空家等・管理不全な状態にある空地

への勧告書」に、「第１４条第２項」を「第２２条第２項」に改め、同

様式を様式第６号とし、様式第２号を様式第４号とし、同様式の次に次

の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

  

第     号  

年  月  日  

        様 

千葉市長        印  

 

管理不全空家等への勧告書 

 

  あなたが所有し、又は管理する下記の空家等について、空家等対策の推進に

関する特別措置法第１３条第２項の規定により下記のとおり勧告します。 

 

記 

 

１ 対象となる空家等 

 

２ 勧告内容 

 

３ 勧告理由 

 

４ 担当 

 

５ 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１号を様式第３号とし、同様式の前に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

  

千葉市達  第  号  

    年  月  日  

 

       様 

 

千葉市長      印  

 

 

空家等に係る事項に関する報告徴収書 

 

 

  あなたが所有し、又は管理する下記の空家等について、空家等対策の推進に

関する特別措置法第２２条第１項から第３項までの規定の施行のため、下記

のとおり同法第９条第２項の規定に基づき当該空家等に関する事項について

報告を求めます。 

 

記 

 

１ 対象となる空家等 

 

２ 報告を求める内容 

 

３ 報告の提出先 

 

４ 担当 

 

５ 報告の期限 

 

６ 留意事項 

 

 

 

 
審査請求等について 
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第２号 

  

年  月  日 

    

 

空家等に係る事項に関する報告書 

 

 

（あて先）千葉市長 

 

氏名（名称） 

                  （代表者氏名） 

住所（所在地） 

連絡先電話番号   －   － 

                  連絡先電子メールアドレス 

                            ＠ 

 

 

年  月  日付け千葉市達  第  号により報告を求められ

た空家等に係る事項について、空家等対策の推進に関する特別措置法第９条第

２項の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 対象となる空家等 

   所在地 

   所有者の住所及び氏名 

 

２ 報告事項 

 

３ 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 


